
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（４月定例会） 
          

日時：令和７年４月 18日（金）午後１時 30分から 

 

１ 岐部会長あいさつ 

 

２ 鈴木区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について       （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について        （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について          （神奈川消防署） 

 

 

４ 議題 

 

（１） 令和７年度日本赤十字会費の募集について 

【協力依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（２） 「横浜市みんなのおでかけ交通事業」について 

【情報提供】（都市整備局 地域交通推進課） 

 

（３） 新たな「横浜市地震防災戦略」について 

【情報提供】（総務局 防災企画課） 

 

（４） GREEN×EXPO 2027 の機運醸成について 

【情報提供】（区政推進課） 

 

（５） 敬老パスの新たな取組について 

【事業説明】（高齢・障害支援課） 

 

自治会町内会長 各位 

神奈川区連合町内会自治会連絡協議会の令和７年４月定例会を 

開催いたしましたので、参考までに資料をお送りします。 

 



（６） 戸籍氏名の振り仮名記載について     【情報提供】（戸籍課） 

 

（７） 神奈川区・横浜市保健活動推進員だよりについて 

【情報提供・掲出依頼】（福祉保健課） 

 

（８） 令和７年度全国瞬時警報システム（Jアラート）全国一斉情報伝達試 

験の実施日程について            【情報提供】（総務課） 

 

（９） 令和７年度神奈川区共助推進事業補助金について 

【情報提供】（総務課） 

 

（10） 「緊急時情報受伝達システム」の登録情報の更新について 

【協力依頼】（総務課） 

 

（11） 令和７年執行第 27 回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙について 

                【協力依頼】（総務課） 

 

（12） 令和７年度「３Ｒ・きれいなまちづくり」神奈川区推進功労者の推

薦について      【推薦依頼】（地域振興課 資源化推進担当） 

 

（13） 自治会町内会館整備について       【情報提供】（地域振興課） 

 

（14） 令和７年度はたふり誘導講習会（道路局主催）の参加者募集につい

て               【情報提供】（地域振興課）  

 

（15） 神奈川区スポーツ協会総会の開催について 

【出席依頼】（神奈川区スポーツ協会事務局） 

 

 

※(２)・(３)・(４)・ (５)・(６)・(11)・(13)は市連会からの議題です。 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
≪５月定例スケジュール≫              （地域振興課） 
 
 ・令和７年度区連会総会の開催について             
   ◇日 時：令和７年５月９日（金）午後２時～ 

   ◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

 
・５月区連定例会の開催について           

◇日 時：令和７年５月 16日（金）午後１時 30分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

       

・５月の配送便（白袋）について            

   ５月の配送便は５月 25日（日）までに送付予定です。 
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議  題 

 

１ 令和７年度日本赤十字会費の募集について  
 

令和７年５月からの日本赤十字社会費募集につきまして、本年も昨年同様実施いたした

く各自治会町内会のご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。 

なお、赤十字会費募集関係資材（議案書・チラシ・ポスター等）を各自治会町内会へ送

付いたしますので、ポスターの掲示等ご協力賜りますよう重ねてお願い申しあげます。 

資材の発送は４月下旬を予定しております。令和６年６月に実施しました配布希望数ア

ンケートにて資材発送先を会長宅とされている場合、区役所へ３月末時点でご報告いただ

いている会長のご自宅へ送付させていただきます。 

会長が交代されている場合、お手数ですが、新会長へお渡しいただきますようお願い申

し上げます。 

 

 

【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会 担当：菅原・後藤  電話：311-2014  FAX：313-2420 

 
 

２ 「横浜市みんなのおでかけ交通事業」について 

 
 

誰もが移動しやすい環境を整えていくため、地域公共交通を「増やす」取組として「横

浜市地域交通サポート事業」に代わる新たな制度として「横浜市みんなのおでかけ交通事

業」を創設し、令和７年度から運用を開始しましたので情報提供します。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

 

【問合せ先】 

都市整備局 地域交通推進課 担当：勝山・星野 電話：671-3800  FAX：663-3415 

 

  

協力依頼 

情報提供 
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３ 新たな「横浜市地震防災戦略」について 
 

令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策を強化するため、地震防

災戦略を刷新しました。 

12月に素案を公表し、市民意見募集でのご意見等を踏まえ「横浜市地震防災戦略」と

して、このたび取りまとめることができましたので、その内容をご報告します。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

 

【問合せ先】 

総務局 危機管理室防災企画課 担当：阿武・田岡 

電話：671-4096  FAX：641-1677 

 

 

 

 

 

４ GREEN×EXPO 2027 の機運醸成について   
 

令和７年３月 19日に実施した「GREEN×EXPO 2027 開催２年前記者発表会」において、

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会から、最新の会場計画及び新たに出展（店）

者 145者が発表されました。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

 

【問合せ先】 

脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 担当：山本 

電話：671-4627  FAX：212-1223 

 
 

 

情報提供 

 

情報提供 
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事業説明 

 

５ 敬老パスの新たな取組について       

 

敬老特別乗車証（以下：敬老パス）は、高齢者の社会参加を支援することを目的に、市

内にお住まいの 70 歳以上の希望される方に、所得等に応じた負担金をお支払いいただき

交付しています。 

このたび、敬老パスに関する新たな取組を開始しますのでお知らせしますとともに、周

知にご協力をお願いします。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りしますの

で、可能な範囲で掲示板への掲出について、ご協力をお願いいたします。 

 

 

【概要】 

①令和７年４月１日以降に、75歳以上で運転免許証を自主返納した場合に、令和７年

10月１日以降の敬老パスが３年間無料の対象となります。 

②地域の身近な公共交通として、一部の地域で運行しているワゴン型バスなどが、令

和７年 10月１日以降、敬老パスの提示により半額程度で利用できるようになりま

す。 

 

【問合せ先】 

健康福祉局 高齢健康福祉課 担当：正木・長嶋   電話：671-2406  FAX：550-3613 

高齢・障害支援課 担当：橋本・星子  電話：411-7097  FAX：324-3702 

 

 

６ 戸籍氏名の振り仮名記載について      
 

戸籍法の改正に伴って、行政手続きのデジタル化の推進等のために戸籍の氏名に振り仮

名が記載されるようになります。令和７年５月以降、各ご家庭に振り仮名の通知ハガキが

届きますので、通知ハガキが届くこと及び届いた後に行っていただきたいことについて、

定例会等で情報提供をお願いします。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

 

【問合せ先】 

市民局 窓口サービス課 担当：中澤・指宿  電話：671-2176 FAX：664-5295 

メール：sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp   

戸籍課 担当：榎本  電話：411-7031 FAX：324-3586 

メール：kg-koseki@city.yokohama.jp   

情報提供 
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情報提供 

掲出依頼 
 

情報提供 

 

７ 神奈川区・横浜市保健活動推進員だよりについて 
 

 

神奈川区保健活動推進員会では、さまざまな活動を通じて、区民の健康づくりを推進し

ています。 

このたび、区における保健活動推進員の活動を周知する目的に会報を発行しました。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてにお送りしますので、以下の

とおりご対応をお願いいたします。 

 

◇神奈川区保健活動推進員だより「あるく 13号」 

 掲示板への掲出（片面のみ）をお願いいたします。 

◇横浜市保健活動推進員だより「第 47号」 

 各自治会・町内会長様あてに１部お送りします。 

 

【問合せ先】 

 福祉保健課 健康づくり係 担当：植田  電話：411-7138 FAX：316-7877 

 

８ 令和７年度全国瞬時警報システム（J アラート）全国一斉 

情報伝達試験の実施日程について       
 

横浜市では、災害時における情報伝達⼿段のさらなる充実のため、Ｊアラートの緊急情

報などを放送する「防災スピーカー」を設置しています。 

※Ｊアラートとは、国民保護情報、緊急地震速報、津波情報などの緊急情報を、国から

人工衛星を通じて瞬時にお伝えするシステムです。 

総務省消防庁等がＪアラートを用いて、試験情報の受信及びスピーカーの起動を確認す

る目的で、防災スピーカーから訓練放送が流れる訓練を今年度中に４回実施する予定です

ので、情報共有をいたします。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

１ 実施日時（令和７年度） 

（１）令和７年  ５月２８日（水）11時 00分 予備日： ６月２５日（水） 

（２）令和７年  ８月２０日（水）11時 00分 予備日： ９月１０日（水） 

（３）令和７年１１月１２日（水）11時 00分 予備日：１２月 ３日（水） 

（４）令和８年  ２月  ６日（金）11時 00分 予備日：  ２月２０日（金） 

 

【問合せ先】 

 総務課 防災担当：奥田・佐土原  電話：411-7004 FAX：324-5904  
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情報提供 

 

協力依頼 

９ 令和７年度神奈川区共助推進事業補助金について 

       
 

町の防災組織が行う共助による防災活動を支援するために、防災啓発を目的とした講演

会、防災施設見学又は防災資機材等の購入に対し、神奈川区共助推進事業補助金を交付い

たします。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

【交付額】 

補助の対象となる費用の３分の２ 

※過去３年間で本補助金を使用したことのある団体は上限 15万円、それ以外の団体

は上限 25万円 

【昨年度からの変更点】 

補助の対象に窓ガラス飛散防止フィルム設置費用を追加します。 

【申請期限】 

令和８年１月 31日 

 

 

【問合せ先】 

 総務課 防災担当：江口・佐土原  電話：411-7008 FAX：324-5904 

 

 

10 「緊急時情報受伝達システム」の登録情報の更新について 

       
 

神奈川区では、避難指示などの情報を一斉にお知らせする「緊急時情報受伝達システ

ム」を令和２年度より運用しています。 

現在、緊急時情報受伝達システムには地区連合町内会長１名、自治会町内会は会長を含

め最大３名までの登録をしていただいております。 

令和７年度において自治会町内会長等に変更が生じた場合には、登録情報の変更をお願

いします。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

【問合せ先】 

 総務課 防災担当：奥田・佐土原  電話：411-7008 FAX：324-5904  
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協力依頼 
11 令和７年執行 第 27 回参議院議員通常選挙及び横浜市長   

選挙について                 

日頃から、選挙の執行に際し、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

また、昨年執行の衆議院議員総選挙につきましては格別な御協力を賜り、無事に選挙を

執行することができました。重ねて御礼申し上げます。 

本年は任期満了に伴う第 27回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙が以下の日程にお

いて行われる予定となっております。 

つきましては、投票管理者・立会人及び投票所従事者の推薦等各種依頼につきまして、

お忙しい中大変恐縮ですが、御協力をよろしくお願いいたします。 

※資料提供は連長までです。 

【参院選日程】※想定 

 ◇投票日：令和７年７月 20日（日）午前７時～午後８時 

 ◇期日前：神 奈 川 区 役 所…令和７年７月４日（金）～７月 19日（土） 

                午前８時 30分～午後８時 

      神大寺地区センター…令和７年７月 12日（土）～７月 19日（土） 

                午前９時 30分～午後８時 

 ※６月 22日までの国会会期が延長された場合は日程が後ろにずれます。 

【市長選日程】 

 ◇投票日：令和７年８月３日（日）午前７時～午後８時 

 ◇期日前：神 奈 川 区 役 所…令和７年７月 21日（月）～８月２日（土） 

                午前８時 30分～午後８時 

      神大寺地区センター…令和７年７月 21日（月）～８月２日（土） 

                午前９時 30分～午後８時 

【依頼事項】 

 ◇当日投票所の管理者等の御推薦 

選挙日程が変更になる可能性を踏まえ、以下のとおり御推薦をお願いします。 

・参院選：各投票区につき、管理者(1)、立会人(2)、従事者（6～8）※ 

  ・市長選：各投票区につき、管理者(1)、立会人(2)、従事者（5～7）※ 

  ※従事者数には名簿照合パソコン操作担当（２名程度）を含めています。 

 ◇期日前投票所の立会人の御推薦（一部連合町内会） 

 選挙日程が変更になる可能性を踏まえ、１日あたり各２名の御推薦をお願いしま

す。 

◇選挙啓発(PR)ポスターの掲示板への掲出 

   自治会、町内会掲示板への選挙啓発ポスター掲出の御協力をお願いします。 

【提出期限】 

令和７年５月 16日（金） 

  
【問合せ先】 

総務課統計選挙係 担当：金川・田中 電話：411-7014 FAX：411-7018 
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情報提供 

 

推薦依頼 

 

12 令和７年度「３Ｒ・きれいなまちづくり」神奈川区推進 

 功労者の推薦について            
 

プラスチックごみ・食品ロスの削減など、３Ｒの推進及び清掃活動・緑化活動など、街

の美化の推進に功労のあった方々の日頃の活動に感謝の意を表するため、「３Ｒ・きれい

なまちづくり」神奈川区推進功労者を表彰します。 

つきましては、該当する個人又は団体を御推薦いただきますようお願いいたします。 

なお、表彰式は６月の区連会終了後に実施します。 

 

※連長までの推薦依頼です。 

 

【推薦期限】 

 令和７年５月 16日（金） 

【提出先】 

 地域振興課資源化推進担当 

 

【問合せ先】 

 地域振興課 資源化推進担当：片岡・太田  電話：411-7091 FAX：323-2502 

 

 

13 自治会町内会館整備について        
 

令和８年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経

費 100万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和８年度予算編成に向けた事

前申出を募集します。指定する期日までに必要書類を区役所地域振興課までご提出くださ

い。（公園集会所の整備を予定している団体についても同様の申出が必要です）。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

 

 

【問合せ先】 

市民局 地域活動推進課 担当：栗田・石栗  電話：671-2317  FAX：664-0734 
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情報提供 

 

出席依頼 

 

14 令和７年度はたふり誘導講習会（道路局主催）の参加者 

募集について               
 

「令和７年度はたふり誘導講習会」が横浜市道路局主催で開催されます。 

この講習会は、通学路における児童の見守り活動・はたふり誘導活動を行うために必要

な知識を学べる機会となっております。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしま

す。 

各自治会町内会において参加を希望する方を取りまとめのうえ、横浜市電子申請・届出

システムよりお申し込みください。電子申請・届出システムでの申請が難しい場合は、地

域振興課交通安全担当までご連絡ください。 

 

【申込期限】 

 令和６年６月４日（水）17時 00分まで 

 

 

【問合せ先】 

 地域振興課 交通安全担当：桑野・澤・松澤  電話：411-7095 FAX：323-2502 

 

 

15 神奈川区スポーツ協会総会の開催について 

 

神奈川区スポーツ協会の総会を次のとおり開催します。 

各地区連合町内会長様には参与として、単位町内会長様には賛助会員として、ご多忙

とは存じますが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてにご案内をお送りいたしま

す。 

 

【総会概要】 

 ◇開催日時：令和７年５月 20日（火） 
 ◇会  場：神奈川区役所本館５階大会議室 

 

 

【問合せ先】 

 神奈川区スポーツ協会事務局（地域振興課） 担当：宮本・池田 

電話：411-7093 FAX：323-2502 
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「第３期健康横浜２１」関連2024年度
スタート！ 「第３期健康横浜２１」関連2024年度

スタート！
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特集 特集

横浜市×横浜市立大学
「Wellness Port YOKOHAMA～第３期健康横浜２１いざ出航～」

ブース

ステージ企画

会場マップ

当日のステージの様子は、
YouTubeでご覧いただけます。

①

②

「第３期健康横浜２１」の計画期間前半で重点的に推進する10の取組です。

　働く人が増加し、家庭や地域に加え、職場における健
康づくりがより一層重要になっています。従業員の健康
を重視した取組を行う事業所を増やし、その取組を支援
します。

　高齢期に至るまでの健康を保持するために、高齢者の
健康を支えるとともに、若い世代から健康に関心を持て
るような取組を推進します。

将来を見据えた健康づくりの強化

　個人の生活習慣の改善へのアプローチに加えて、誰も
が健康に望ましい行動を取りやすくする環境を整えるこ
とに取り組みます。

自然に健康になれる環境づくり

職場を通じた健康づくりAction 1

　女性特有の健康課題を踏まえ、健康づくりを支える取
組を行います。

女性の健康づくり応援Action 2

　屋内で生じる不慮の事故として、高齢者
の冬場の溺水が多くなっています。入浴時
の急な温度変化が血圧等の体に与える影
響（ヒートショック）による事故の予防方法
を周知します。

健康を守る暮らしの備えAction 4

　健康への関心の有無にかかわらず、誰もが栄
養バランスのよい食事を自然に選択できるよ
う、食品関連事業者や関係機関とともに、商品の
開発や選択できる環境づくりに取り組みます。

食環境づくりAction 5

　広く禁煙啓発を行うとともに、職場ぐるみの禁
煙チャレンジを支援し、働き・子育て世代の禁煙
を促すことにより、子どもをたばこの害から守り
ます。あわせて、飲食店等への啓発や喫煙者へ
の配慮の呼び掛けを通じ、あらゆる場所での受
動喫煙防止に取り組みます。

禁煙支援・受動喫煙防止Action 6

　学校生活等で忙しく、健康に関心が向きにくい若
い世代に対して、効果的なアプローチ方法を用い
て、意識啓発に取り組みます。

青年期からの意識啓発Action 3

　記録されたデータ等を活用して、自身の
健康状態をわかりやすく見える化し、アドバ
イスや将来予測をすることで行動変容を促
す仕組みを検討します。

　高齢期に至るまでの健康を保持するために、高齢者の
健康を支えるとともに、若い世代から健康に関心を持て
るような取組を推進します。

　「第３期健康横浜２１」の周知や来場者の健康意
識の向上を目的として、令和６年８月８日に市庁舎
１階アトリウムにおいて市民向けイベントが開催
されました。
　本市の健康づくりを担う関係機関・団体が多数
ブース出展し、パネルディスカッション等のステー
ジ企画もある盛大なイベントでした。
　保健活動推進員が出展したブースには常に長蛇
の列があり、大変盛り上がりました。

デジタル技術等の更なる活用

健康状態の見える化と行動変容の促進Action 7

　糖尿病等の治療継続や重症化予防のための
生活習慣改善が必要な方を対象とした個別及
び集団のアプローチを行います。

　病気・障害などにより様々な健康状態にある方や、健
康づくりに積極的に取り組めない状況にある方が、健康
づくりに取り組めるよう支援します。

誰も取り残さない健康支援

糖尿病等の重症化予防Action 8

　保健活動推進員や食生活等改善推進員などと連携し、地域の健康
課題やニーズを踏まえながら、地域のつながりを生かした啓発活動
等に取り組みます。

　地域における健康づくりの仲間となる人材の育成や活
動支援を行います。

地域人材の育成／活動支援

地域のつながりで行う健康づくりAction 10

　経済面等を含め様々な状況にある方へ、健康
診査や医療機関受診の勧奨、健康相談を行い
ます。

健康格差を広げない取組Action 9

120
80
65

よこはま健康アクション の重点取組10〔R6-R11〕

よこはま健康アクション
について
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　金沢区は１４地区の代表が２つの委員会どちらかに参加し、健康
づくりや保健活動推進員の活動を地域の皆様に発信しています。
　「企画・研修委員会」は、区民まつり“いきいきフェスタ”での健康
チェックやパネル展、区の全体研修会を企画・実施しています。イベ
ントを通して人と触れ合い発信する機会の多い委員会です。
　「広報委員会」は広報誌やミニ広報をそれぞれ、年に1回発行して
います。広報誌は各自治会・町内会に回覧、ミニ広報はテーマを決
めて健康づくりに関する情報を掲示板に掲出しています。

　委員会は推進員同士の意見交換やコミュニケーションを取る場にもなっています。
　これからも健康寿命延伸の目標に向けて、推進員一同、力を合わせて楽しく活動を行っていきます。

　港北区保健活動推進員会は、横浜アリーナで開催され２万人
もの来場者で賑わう区民まつり「ふるさと港北ふれあいまつり」
にて、健康測定会を実施し、大勢の方に運動や健診の大切さを
お伝えしています。
　城郷地区では「心にこやか、体すこやか」を合言葉に、健康体
操と脳トレーニングを毎月３回、20年近く継続しており、健康寿
命を延ばすお手伝いをしています。体が軽くなった、会話も楽し
かったと大変好評を得ています。また、ウォーキング会や地域ケ
アプラザと合同の健康測定会も開催しています。
　研修等を通じて推進員自身が健康になり、沢山の方に参加していただける様な魅力ある活動を推進し
ていきたいと思います。

　毎年地域のお祭り等では「健康チェック」が行われ、関心の高
い「推定野菜摂取量測定」には多くの人が集います。しかし、年
一回の計測で野菜摂取量への意識を高め、食の改善を図ること
は難しいため、私たちは地域の高齢者が集まる場に「出張」もし
ています。
　一方、卒業前の児童に「将来の自分をつくる為の栄養につい
て」学ぶ場を設ける学校や、低学年向けに「緑黄色野菜を摂取す
る大切さと食習慣の充実」を学習する授業を行う学校もあり、保
活は小学校と連携した推定野菜摂取量測定も行っています。

　ところで町の測定結果を見ると、「最も憂慮すべきは働き盛りの男性」との傾向が・・・。今後は「職場
でチェック」等の活動も計画していきたいです。

「２つの委員会」でよりよい活動に！
金沢区会長（金沢南部地区会長）　森田  逸子

城郷地区会長　阿藤 美智子

白山地区会長　桑原 偕実

区保健活動推進員会活動報告  ～わたしの区・地区の健康づくり活動について～令和６年度 全体研修会 開催報告

　月１回、区役所１階イベントスペー
スにて健康チェックを行う「思いや
り、健康づくりの日」では、毎月参加
されるリピーターが増え、健康習慣
の継続に寄与しています。
　健康情報発信の場になるだけで
なく、地域のつながりづくりの場に
もなっています。
　また、この取組はヘルスメイトと
共催することで、内容の幅が広がる
だけでなく、団体同士の連携に
繋がっています。

地域の健康を守りたい・
守り続けたい

　各地区の活動が紹介されました。
　参加者が指導資格を取得し講師を
引き継いだ体操教室、社交ダンスを
通した姿勢づくり、昼間の活動参加
が難しい方向けのナイトピラティス、
太極拳教室など、個性豊かな取組が
溢れています。
　クライマックスでは、オリジナルソ
ングで行う体操「ホッ活AOBA!」が
披露され、会場全体が盛り上がりま
した。

ホッ活 AOBA！(あおば）

　「しながら体操」は、より多くの
方に運動を習慣化してもらうため
に、自宅で一人でも「手軽にできる
体操」を検討し、戸塚スポーツセン
ターに相談してできたオリジナル体
操です。出張講座・紹介DVD・チラ
シなどで積極的に普及しています。
　各地区で行う健康チェックでは、
測定だけで終わるのではなく、筋力
低下が疑われる方が体操教室へつな
がるなど、地域における健康づくり
やつながりづくりのベースとなって
います。

地域とともに健康づくり

金沢区

「心にこやか、体すこやか」を合言葉に港北区

緑区民の野菜摂取量を考える！緑区

緑区 青葉区 戸塚区

　令和６年11月18日（月）に関内ホール大ホールにおいて、横浜市保健活
動推進員会の全体研修会が開催され、18区合計約800名の保健活動推進
員が参加しました。
　お互いの活動を学び、各区・地区の地域活動の充実を図ることを目的
に、毎年代表区による活動事例発表を行っています。今年は、緑区、戸塚
区、青葉区の３区が発表を行いました。
　また、事例発表後の講演では、横浜市立大学医学部 公衆衛生学教室 助
教 荒川 裕貴先生に「地域で健康づくりを広めるために～ソーシャルグッ
ドを目指す行動科学に基づくアプローチ～」をテーマに、健康づくりの行
動変容を促すための新しく貴重な知識を教えていただきました。

～「しながら体操」＆健康チェック ～
～「思いやり、健康づくりの日」を通して生まれた変化～　

～青葉区保健活動推進員の取組～
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　上郷東地区は健康に関心が高い方が多くいらっしゃる地域です。
今年度、自治会町内会等の役員の方や前任の保活さん等に協力を
得ながら健康測定会を行いました。
　夏は「サロン庄戸カフェテラス」で、体組成計・乳がん触診モデル
など、地域の方の関心の高い啓発物品で健康測定会を行いました。
　秋は「上郷東ふくしほけんまつり」で、健康測定会を実施し約80
名の方に測定しました。幅広い年代の方への測定と啓発が出来まし
た。両日とも準備や運営が大変でしたが、参加者からはとてもご好

評をいただき、やりがいを感じました。
　限られた人員と時間を工夫して活動し、皆さんの健康づくりのきっかけになればと思っています。

　上飯田地区、上飯田団地地区、いちょう団地地区は３地区合
同で毎年保健活動推進員向けの研修を行い、知識・技術の向上
に努めています。令和６年度はオーラルフレイル予防をテーマに
歯科衛生士の講話、口元のトレーニング、パタカ測定を行い、口
の健康を保ち、自分の歯で食事をすることの大切さや歯科健診
の必要性を学びました。
　研修で学んだことを地域へ情報提供し、自分たちの健康に目
を向けてもらえるようにしています。住民の方から「教えてもらっ
てよかった」と感謝の言葉をいただくことがやりがいにつながっています。
　みんなが健康に過ごせる地域を目指し、今後も仲間と楽しみながら活動を続けていきたいです。

　今年も10月20日（日）、「瀬谷フェスティバル」が開催。
　天候が危ぶまれましたが、保活のブースでは、来場の方々に「握力測定」と
「ベジチェック®」をして頂きました。
　毎年、握力測定は気軽に測れて、大人気です。今年は、年齢別平均値や今回
の最高値をパネルに掲示したので、若い男性に人気で数値を競っていました。
　また、「ベジチェック®」はセンサーに約30秒手のひらを押しあてるだけで推
定野菜摂取量を測れるので、皆さん、「へぇ～」と感動されていました。今年は
約700人の参加者でした。来年も工夫をこらして、区民の健康増進のため、頑
張りたいと思います。

区民の皆さんの健康を支えるために
上郷東地区（広報編集委員）　長瀬 三知江

上飯田地区会長　本間 賢二

瀬谷区副会長（瀬谷第一地区会長）　上田 恭子

区保健活動推進員会活動報告  ～わたしの区・地区の健康づくり活動について～

栄区

３地区合同研修会泉区

大人気の「瀬谷フェス」健康チェック！瀬谷区

　青葉区では、各地区で個別に行っているウォ―キング・ヨガ・ピ
ラティス・ダンス等の活動状況を地区同士が紹介しあい、良いもの
をお互いに取り入れる試みを始めました。
　新たに健康チェック部会を立ち上げ、出来るだけ多くの地区が
健康チェックを実施できるように活動を開始しました。
　多くの区民の皆様に保活を知ってもらうことを目指し、これまで
の編集部会を広報部会に改め、新しいチラシを作り、区民まつりと
健康フェスティバルで配布しました。青葉区保活の歌「ホッ活 ＡＯ

ＢＡ！」を制作し、区民まつりでは、区民の皆様の前で地区会長が笑顔で楽しく披露しました。

　「災害時にも役立つBOOK」は東日本大震災の避難所生活に鑑み、助かっ
た命を守りたい、災害関連死を予防したいという想いから作成した都筑区オリ
ジナルの冊子です。災害に備え、感染症予防や食事の備え、口腔ケア等とても
わかり易い内容で説明をしています。
　私たちは平素の活動の中でこれを住民の方々にもっと広く知っていただきた
いと思い、健康測定開始前の10分位を利用して説明をセットで行っています。
参加者からは「普段わかっていると思っていることも改めてその大切さに気付
かされた」「健康の大切さ等、目からうろこが多々あった」等とても好評で、保
活の役割の大切さや認知度向上にも役立つ気づきにもなり、やりがいを感じ
る瞬間です。

　今年度は、区全体研修会のテーマに「しながら体操」を取り上げまし
た。
　戸塚スポーツセンターに講師をお願いし、前半を基礎編、後半を応用
編として行いました。応用編では、地域で「しながら体操」を広めていく
ためのスキルアップを目指し、体の動きの説明の仕方や声かけのポイン
トなどを学びました。
　体操の前と後の体の動きを比べることで、体操の効果をより実感して
もらえることなど実践しながら学ぶことで、より理解が深まりました。
　研修で学んだことを活かし、これからも地域の健康づくりの一助にな
るよう「しながら体操」を広めていきたいと思っています。

ホッ活 ＡＯＢＡ！
青葉区会長（新荏田地区会長）　越井 太郎

中川地区会長　井口 正幸

戸塚区会長（北汲沢地区会長）　落合 清子

区保健活動推進員会活動報告  ～わたしの区・地区の健康づくり活動について～

青葉区

健康測定と「災害時にも役立つBOOK」の融合!都筑区

みんなで広める「しながら体操」！戸塚区











緊急時情報受伝達システムの登録情報の変更について 

神奈川区では、令和２年度から避難指示などの情報を一斉にお知らせする「緊急時情報

受伝達システム」を運用しています。令和７年度において自治会町内会長等に変更が生じ

た場合には、登録情報の変更をお願いします。 

● 登録情報の変更方法について

「神奈川区 緊急時情報受伝達システム 変更用紙」（第２号様式）

に必要情報を記載のうえ、神奈川区総務課までご提出いただくか、電

子申請・届出システムにより登録情報の変更をお願い申し上げます。 

【参考】緊急時情報受電達システムとは 

 災害発生時の重要な情報を地域のみなさまに速やかにお伝えするため、避難指示や避難場所の開設

状況などの情報を一斉に電話とメールでお知らせするシステムです。 

１ 主に活用が想定される場面 

  台風の接近等により区長又は市長が区内の一部に避難指示等を発令し、避難場所を開設するとき 

２ 情報伝達の流れ（例） 

気象警報等による避難指示の発令 

必要に応じて、区役所から各団体へ個別にご連絡します。 

３ 情報発信元 

● 電話番号：０５０－３１９６－３３００

● メールアドレス：kg-bousai@city.yokohama.lg.jp

※ こちらの電話番号及びメールアドレスから情報を発信しますので、当該電話番号等からの連

絡やメールを受け取れるよう、設定をお願いいたします。 

担 当：総務課 奥田、佐土原 

電 話：045－411－7008 

例：〇〇町の一部に避難指示を発令しました。 

避難を開始してください。開設避難場所は△△です。 

※聞き逃した場合でも、情報を繰り返し聞くことが可能です。

【電話の場合】 

・各団体の登録された番号に電話します。 

・電話をおとりください。

・機械による自動音声で情報をお伝え

します。

【メールの場合】 

・各団体の登録されたメールアドレスに

メールします。

・メールを開封してください。

・メール本文で情報をお伝えします。

電子申請・届出システム二次元コード 



(第２号様式) 

神奈川区 緊急時情報受伝達システム 変更用紙 

※メールアドレスの記入が不明確で読み取りづらい文字があるため、数字とアルファベッ

トの記入は明確にし、メールアドレスの上にフリガナを記入してください。

(例：Ｇと６、ＶとＵ、Ｚと２、Ｓと５、Ｂと８、Ｄと０(ゼロ)、Ｉと１、ｂと６、 

ｑと９、ｌ(エル)と１、oと０(ゼロ)、ハイフンとアンダーバー 等) 

(例：kanagawa
カ ナ ガ ワ

0 1
ゼロイチ

.kuyakusyo
ク ヤ ク シ ョ

 等) 

１ ご登録いただくユーザー情報について 

(1) 可能な限り電話番号とメールの両方の登録をお願いします。

(2) 「固定電話」「携帯電話」どちらでも登録が可能ですが、緊急時に確実に受信でき

る方で登録してください。

２ 個人情報について 

本システムは、氏名、電話番号等の個人情報をご提供いただき登録いたします。 

ご提供いただいた個人情報は、災害（訓練等含む）や緊急時の情報発信にのみ使用し、

本人の同意なく目的以外のことに使用いたしません。 

提出先 ：〒221-0824 神奈川区広台太田町３－８ 

神奈川区役所総務課（501番窓口） 

提出方法：郵送、FAXまたは窓口へのご持参をお願いします。 

ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先にお気軽にご相談ください。

担当：神奈川区総務課 防災担当 

電話（411）7008 

F A X（324）5904

自治会町内会名 

登録者名 (旧) (新) 

電話番号 (旧) (新) 

メールアドレス

(旧)（フリガナ） (新)（フリガナ） 



 

自治会町内会館整備について【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  令和８年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経費

100万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和８年度予算編成に向けた事前申

出を募集します。なお、予算には上限がありますので、予算の範囲内で対象となる自治会町

内会を決定する予定です。 

※公園集会所の整備を予定している団体についても同様の申出をお願いします。 
  

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

 ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

（地区連合町内会館も対象となります） 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、ご検討ください。 

      ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

 

３ 制度について 

 （１）制度概要 

別添のパンフレット『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』をご参照く

ださい。制度の詳細は、横浜市ホームページにも掲載しております。以下の二次元バー

コードよりアクセスください。 

 

 

 （２）整備の種類、補助率、補助限度額 

整備の種類 補助率 補助限度額 

新築・購入 2分の 1 125,000円/㎡ かつ 1,500万円 

 

特殊基礎 

工事費 
2分の 1 300万円 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  

設置工事費 
2分の 1 300万円 

増築 2分の 1 630万円 

耐震補強工事 2分の 1 380万円 

修繕 2分の 1 250万円 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

裏面あり 



４ 今後のスケジュール 

・区役所へのお申し出及び書類提出の締切は、令和７年７月７日（月）です。 
必要な書類等については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 
（内容を審査した上、予算編成の際、基礎データとします） 

・令和８年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるのは、 
令和８年３月末頃の予定です。 

 
５ 事前申出の提出 

【申込方法】各区役所地域振興課へ必要書類を提出 

      必要書類については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

  【申込期限】令和７年７月７日（月） 

 

６ その他 

(1)風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わ

らず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

(2)公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、みどり環境局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

(3)自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（LED 照明器具や省エネエアコンなどの整備導

入における補助制度）とは別事業になります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

市民局地域活動推進課 
担当 栗田、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
メール sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。自治会町内会館脱炭素化推進事業補

助金とは異なる制度ですのでご注意ください。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100 万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2分の 1 1㎡当たり

125,000円 

かつ 

1,500万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2分の 1  300万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2分の 1  300万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2分の 1  630万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2分の 1  380万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2分の 1  250万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和７年４月 

                        

 



 

〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度

に外構工事に要する経費の 2分の 1を補助します。（新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 250万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
(1) 整備予定時期の前年度の夏頃までに、事前の申出が必要です。令和８年度の会館整備に

ついては、令和７年７月７日（月）までに、各区役所地域振興課に事前の申出をお願いしま

す。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助

の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更
部分の工事の着工前にご相談ください。 

※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 
 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき所

定の手続きを行い、工事請負業者への代金支払い後、補助金の支払いを行います。 
なお、工事請負業者への支払いよりも前に補助金を受領する必要がある場合には、前金払

いを選択することができます。交付申請の際にお申し出ください。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 

 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この
場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 

 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき 



 

 

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び耐震補強工事のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10年 
 

 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１２ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



主催・問い合わせ先 横浜市道路局道路政策推進課 📞📞045-671-2323

日時：令和7年６月17日（火）

10時30分から11時45分（受付開始：10時）

会場：緑公会堂（定員：500名）

日時：令和７年６月1９日（木）

10時30分から11時45分（受付開始：10時）

会場：港南公会堂（定員：500名）

令和7年度

はたふり誘導講習会

申込方法

右の申込フォームより、
学校・団体単位でお申込みください

申込フォームはこちら ▼

応募多数の場合、申込締切よりも
早く締め切る場合があります。
お早めにお申込みください。

※

申込締切

令和７年６月４日（水） 17時まで

※ 詳細は裏面をご確認ください日時・会場

第１回

第２回

日時：令和７年６月27日（金）

10時30分から11時45分
方法：Microsoft Teamsによる配信(定員：1000名)

オンライン配信 【NEW】

対象者

・児童の保護者の方
・地域で児童の見守り活動をされている方
・はたふり誘導活動をされている方 など



令和７年度はたふり誘導講習会 概要

日時・会場

申込方法

参加ご希望の方は、右の申込フォームより、学校・自治会などグループ単位でお申込みください。

申込締切

令和7年６月４日（水） 17時まで

※ 応募多数の場合、申込締切よりも早く締め切る場合がありますので、お早めにお申込みください。

主催・問い合わせ先

横浜市道路局道路政策推進課
TEL📞📞：045-671-2323 MAIL✉：do-seisaku@city.yokohama.lg.jp

※ 各会場同じ講習内容となります。 ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

日時：令和7年６月17日（火）

10時30分から11時45分（受付開始：10時）

会場：緑公会堂 (緑区寺山町118)
最寄り駅：中山駅より徒歩５分

（JR横浜線・市営地下鉄グリーンライン）
定員：500名

第１回 第２回

日時：令和７年６月27日（金）

10時30分から11時45分
配信方法：Microsoft Teams（使用料無料・登録有）による配信
定員：1000名

オンライン配信 【new】 お手持ちのスマートフォン・パソコンから閲覧可能

対象者

・児童の保護者の方 ・地域で児童の見守り活動をされている方 ・はたふり誘導活動をされている方 など

講習内容

・子どもの特性や事故の特徴 ・はたふり誘導の方法・注意点 ・はたふり誘導の実演

横浜市からのお知らせ

横浜市では、地域でのはたふり誘導活動にご活用いただ
けるよう、「はたふり誘導動画」を公開しています🎬🎬
通学する子どもたちを安全に誘導するために、横断旗の
使い方などを動画にまとめました。活動前の振り返りなど
に、ぜひご活用ください！

通学路のはたふり誘導動画 公開中！

動画はこちら

▼

日時：令和７年６月19日（木）

10時30分から11時45分（受付開始：10時）

会場：港南公会堂 (港南区港南中央通10-1）
最寄り駅：港南中央駅より徒歩１分

（市営地下鉄ブルーライン）
定員：500名

▼ 市ウェブサイト

▼ 申込フォーム

※配信の視聴方法は

令和７年６月16日（月）
以降に市ウェブサイト
にてお知らせします



令和７年４月18日 

神奈川区スポーツ協会 

賛 助 会 員 各 位 

神奈川区スポーツ協会 

会長 志村 昌佐  

 

令和７年度神奈川区スポーツ協会総会の開催について（御案内） 

 

時下 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素から当協会事業の推進に御理解と御協力

を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記総会を次のとおり開催いたします。 

つきましては、御多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ御出席くださいますようお願

いいたします。 

なお、当日の出欠についての御連絡は不要です。 

 

１ 日時：令和７年５月20日（火）午後７時から 

 

２ 会場：神奈川区役所本館５階大会議室 

 

３ 表彰：令和６年度横浜スポーツ普及功労賞表彰者 

緑川 正 様  （神奈川区野球協会） 

福田 芳道 様  （神奈川区ソフトテニス協会） 

加藤 ひとみ 様 （神奈川区バドミントン協会） 

 

４ 議題：(1) 令和６年度 事業報告について 

 (2) 令和６年度 一般会計・特別会計決算及び会計監査報告について 

 (3) 令和７年度 事業計画（案）について 

 (4) 令和７年度 一般会計・特別会計予算（案）について 

(5) 神奈川区スポーツ協会会則の一部改正について 

(6) 神奈川区スポーツ協会事務担当者の選出について（依頼） 

 

※当日は駐車場の用意はありませんので、お車での御来場は御遠慮ください。 

  御協力お願い申し上げます。 

 

神奈川区スポーツ協会事務局 

〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町３－８ 

神奈川区役所地域振興課 （区）担当：宮本、池田 

TEL 411-7093 / FAX 323-2502 

E-mail：kg-supokyo@city.yokohama.lg.jp 


	01 ４月分表紙【番号なし】
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